
優良産廃処理業者のススメ

県外産廃事前協議や
周辺環境対策補助金でも
メリットがあります！

「優良産廃処理業者」は、通常の許可基準よりも厳しい基準
をクリアした優れた能力と実績を持つ廃棄物処理業者

①各種補助金の活用

・DXによる業務効率化
(上限：1,500万円)

・高度な選別処理施設導入
(上限：2,500万円)

・分別用コンテナ新規購入
(上限：20万円)

・電動トラック購入
(上限：200万円

賃上げ枠活用時は400万円)

②県PR媒体での紹介

県作成のHPに、若手職員
のインタビュー記事を掲載

③特別な許可証交付

「おおいた優良産廃処理
業者」の認定を受けた場合、
マーク付きのカラフルな
許可証を交付
(※ 処分業者のみ)

優良産廃処理業者の認定のメリット

※ 賃上げ枠は、
一定以上の賃上げ
を実施する事業者
が活用できる優遇
措置



（問い合わせ先）
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号 県庁舎別館5階
大分県生活環境部循環社会推進課 計画・調整班

電 話：097-506-3128、3135（ダイヤルイン）
e-mail：a13410@pref.oita.lg.jp

※ 優良産廃処理業者に関する県補助金を活用できるのは「①大分県内に本社が
あり ②事務所か事業所を大分県内に設置している事業者」に限られます。

優良産廃処理業者になるためには？


